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大谷川雨水幹線護岸等修繕工事（東坂戸）の施工期間の変更について（お知らせ） 

 日ごろから、下水道事業に対しまして深い御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。 
 さて、現在実施しております標記工事は、施工期間内での完成が難しいことから、下

記のとおり施工期間を変更することとなりましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 

１ 工 事 名 大谷川雨水幹線護岸等修繕工事（東坂戸） 
 
２ 工 事 場 所 坂戸市東坂戸一丁目地内 
 
３ 施 工 期 間 令和４年１月上旬から令和４年６月３０日まで 

（令和４年３月３１日までの施工期間を変更いたしました。） 
 

４ 請 負 業 者 株式会社 根本建設  
 
５ 変 更 理 由   大谷川雨水幹線の水位が想定より高く、その対応に不測の時間を要

したため。 
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